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委 託 名 称 みよしの支援センターアスベスト分析調査業務委託

委 託 場 所 川越市宮下町１丁目１９番地１３

委 託 費 ￥ 円 積 算 原 価 ￥ 円

　・調査個所数　24箇所

委

託

の

大

要

課　　長

　　　　アスベスト調査業務委託　設計書・仕様書

令和 年度

　本業務は、川越市みよしの支援センターにおいてアスベスト含有分析調査を行うものである。



名　　　　　　　　　称 形状寸法 数量 単位 単　　価 金　　　　　　　額

Ａ．直接人件費 1 式 内訳書

Ｂ．分析費 1 式 内訳書

Ｃ．直接経費 1 式 内訳書

Ｄ．諸経費 1 式

積算原価

　消費税相当額（10％）

設計額

摘　　　　　　　　　　　　　要



名　　　　　　　　　称 形状寸法 数量 単位 単　　価 金　　　　　　　額

Ａ．直接人件費

　打合せ・準備 1 式

　試料採取 1 式

　報告書作成 1 式

小　　計

Ｂ．直接業務費

　アスベスト定性分析 24 検体

小　　計

Ｃ．直接経費

　車両費 1 式

　機材費 1 式

簡易補修 24 箇所

小　　計

　 　

内　　訳　　書

摘　　　　　　　　　　　　　要



みよしの支援センターアスベスト分析調査業務委託 特記仕様書 

 

１ 業務の目的 

本業務は、みよしの支援センターの施設整備を行うにあたり、安全かつ適正な

工事を遂行するため、事前に建築物及び工作物等について石綿含有建材の分析

調査を行うことを目的とする。 

 

２ 調査対象施設概要 

⑴ 調査対象施設 

みよしの支援センター 

⑵ 施設所在地 

川越市宮下町１丁目１９番地１３ 

⑶ 構造等 

本 舎：鉄筋コンクリート造 １階建 昭和５１年建築 

  車 庫：軽量鉄骨造 １階建 昭和５１年建築 

作業棟：軽量鉄骨造 １階建 昭和５４年建築 

⑷ 延べ床面積 725.93㎡ 

⑸ 施設状態 

障害者就労継続支援Ｂ型事業所として運営中 

 

３ 委託の期間 

契約締結日から令和７年１月３１日（金）まで 

 

４ 支払方法 

 完了後一括払い 

 

５  関係法令 

履行にあたっては、以下の法令等を遵守して行うこと。 

⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

⑵ 大気汚染防止法 

⑶ 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル 

⑷ 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 

⑸ 廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル 

⑹ 石綿含有廃棄物等処理マニュアル 

⑺ アスベスト分析マニュアル 

⑻ その他関係法令、指針、マニュアル等 



６ 調査概要 

⑴ 調査箇所 

調査箇所は、別表に示す位置とする。 

⑵ 分析調査 

調査箇所について、サンプルを採取し、「建材製品中のアスベスト含有率測

定方法」（JIS A 1481-1、1481-2）に基づく定性分析調査を行うものとする。 

粉じんの飛散に対し充分な配慮と、従事者の安全対策を講じるものとする。

なお、仕上げ材等におけるサンプル採取痕については、監督員と協議のうえ、

補修を行うものとする。 

不検出については、「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル

（厚生労働省）」に示されている不検出確定のための手順を行ったうえで判断

するものとする。 

 ⑶ 調査項目 

  調査項目は、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、 

アンソフィライト、アクチノライト とする。 

 

７ 提出書類 

受注者は、業務の着手及び完了にあたっては、次に示す書類のほか、発注者が 

必要と認める書類を提出するものとする。 

⑴ 着手時 

ア 管理技術者等通知書（指定様式） 

イ 委託業務実施計画書（指定様式） 

ウ 工程表 

⑵ 完了時 

ア 委託業務実施報告書（指定様式） 

 

８ 調査とりまとめ 

 調査結果は試料採取日から１週間以内に発注者宛てに速報を提出すること。 

 また、調査結果を整理製本の上、調査結果報告書２部（任意書式）とＣＤ－Ｒ

１部提出すること。調査結果には以下の事項を記載すること。 

 ⑴ 分析調査結果 

 ⑵ 試料採取位置がわかる図面、写真等 

 

９ その他の事項 

⑴ 受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、

常に安全に留意し、災害および事故の防止に努めること。 



⑵ 現地でのサンプル採取にあたっては、施設の運営の妨げにならないよう 

に細心の注意を払って行うこと。 

⑶ 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じたときは、 

その都度、発注者及び受注者で協議の上、解決にあたるものとする。 

⑷ この契約の締結後に、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）等の改正に 

より、消費税等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更

することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。

ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用さ

れる。 

⑸ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託

先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市

の承諾を得る必要がある。 



別表

分析箇所　本棟

No. 部屋名 部位 材料名 備考(施工箇所)

1 玄関A 床 100角タイル

2 玄関A 床 滑り止め床シート

3 休養室 床 ビニールタイル

4 食堂、作業室、事務室 床 フローリングブロック 接着剤

5 倉庫 床 フロアーペイント

6 調理室 床 床シート

7 食堂 壁 100角タイル 手洗い流し部分

8 休養室 壁 ジュラクサテン吹付

9 休養室 壁 セメント板 押し入れ内部

10 休養室 壁 プラスターボード 押し入れ内部

11 男子、女子、職員更衣室 天井 プラスターボードWP

12 調理室 天井 フレキシブルボードVP

13 休養室 天井 吉野天井版

14 食堂 天井 化粧石膏ボード

分析箇所　車庫

No. 部位 材料名 備考(施工箇所)

1 外壁 浅野アモパネル＋リシン吹付

2 外壁 シーリング 外壁目地

3 軒天 フレキシブルボード＋リシン吹付

分析箇所　作業棟

No. 部位 材料名 備考(施工箇所)

1 壁 フレキシブルボードVP

2 天井 化粧石膏ボード

3 外壁 フレキシブルボード＋リシン吹付

4 外壁 シーリング 外壁ボード目地

5 外壁 シーリング 基礎と鉄骨の間

6 外壁 シーリング 換気扇カバー周り

7 外壁 パテ 配管貫通部


